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議案第１８号

　　　令和８年度石垣市港湾事業特別会計予算

　令和８年度石垣市港湾事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５２４，９４４千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」
　による。

　（地方債）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こ
　すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法
　は、「第２表　地方債」による。

　（一時借入金）
第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額
　は、６００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）
第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金
　額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　(1)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合
　　における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
　　

　　令和８年２月２７日提出

石垣市長　中　山　義　隆
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歳   入 （単位：千円）

1

1 使 用 料 及 び 手 数 料

2

2 国 庫 補 助 金

3 国 庫 委 託 金

3

2 県 補 助 金

4

1 財 産 運 用 収 入

5

1 繰 入 金

6

1 繰 越 金

7

1 諸 収 入

8

1 市 債

諸 収 入 32,039

32,039

市 債 257,900

257,900

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,524,944

－2－

232,633

繰 越 金 1

1

財 産 収 入 86,967

86,967

繰 入 金 232,633

238

県 支 出 金 100,756

100,756

535,410

国 庫 支 出 金 279,238

279,000

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 535,410



歳   出 （単位：千円）

1

1 総 務 管 理 費

2

1 港 湾 整 備 事 業 費

4

1 港 湾 建 設 改 良 費

6

1 公 債 費

2 港 湾 整 備 事 業 公 債 費

8

1 予 備 費

－3－

予 備 費 5,000

5,000

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 1,524,944

公 債 費 325,913

1,505

324,408

73,000

港 湾 建 設 改 良 費 623,286

623,286

総 務 費 497,745

497,745

港 湾 整 備 事 業 費 73,000

款 項 金　　　額



第 ２ 表　　地方債

（単位：千円）

改 修 事 業 ２１７，９００

港 湾 機 能 整 備 事 業 ４０，０００

計 ２５７，９００

証書借入

又は

証券発行

　年5%以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る政府資金及び地
方公共団体金融
機構資金につい
て、利率見直し後
においては当該見
直し後の利率）

政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換することができ
る。

起債の目的 限　　度　　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法
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